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新型コロナウイルス感染症対策に関する指定都市市長会要請 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、現在、改正新型インフルエンザ等対策特

別措置法（以下「特措法」という。）に基づく「緊急事態宣言」が指定都市 12市が所

在する８府県を含む 11 都府県に対し発出されている。また、新型コロナウイルスワ

クチン接種の２月下旬の開始に向けて、政府において体制整備が進められている。 

政府による直近の感染状況の分析によると、大都市における感染を早急に抑制し

なければ、地方での感染を抑えることも困難になるとされている。 

全国 20の指定都市は、政府の指示に基づき、新型コロナウイルスワクチンの接種

を３月下旬までに高齢者向け優先接種から開始できるよう、体制整備に早急に取り

組んでいる。指定都市には我が国の人口の２割を超える 2,700 万人以上が居住し、

優先接種の対象となる高齢者も多く、身近な地域において接種体制を構築する必要

があるなど、経費や事務作業を含め過大な負担が生じる見通しであり、国からの財

政措置を含む支援が必要である。 

また、指定都市の所在する道府県内における陽性者の５割が指定都市に集中して

いる状況にある中で、指定都市は、感染症対応の最前線である保健所や地方衛生研

究所を有し、医療機関も集積する地域医療の拠点としての役割を担っていることか

ら、指定都市の人的・物的資源を最大限に活用し、感染症対策に取り組んでいる。指

定都市が柔軟かつ機動的に感染症対策を実施できるか否かが感染症対策の成否の鍵

を握っており、特措法において極めて限定的となっている指定都市の市長の事務・

権限を含め感染症対策の在り方の見直しや保健所等の体制・機能強化等が必要であ

る。 

指定都市市長会は、引き続き、国や都道府県、医療機関、関係機関等と緊密に連携

し、感染拡大防止、地域の医療提供体制の確保はもとより、雇用と国民の生活を何と

しても守りきるとの強い決意のもと、地域経済及び住民生活の支援等に取り組んで

いく所存である。 

今後も、感染拡大防止と社会経済活動の両立及び新たな感染症への備えを万全に

するため、指定都市市長会として以下のとおり要請する。 

 

 

１ 新型コロナウイルスワクチン接種に係る国の措置 

（１）ワクチン接種経費の全額国費負担 

ワクチンの接種費用については、全国統一の単価により、国の負担により実施

する方針が示されているが、地方自治体によって、人件費や会場費、輸送費、保

管費等、必要な経費は異なる。特に、人口規模の多い指定都市にあっては、十分

かつ迅速な接種機会を確保するために必要な接種会場数及び接種に従事するス
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タッフ数は膨大なものとなる。各都市において必要経費の試算を行ったところ、

国から示されている集団接種の補助単価では事務費・接種費ともに大幅に不足す

る見込みである。ワクチンの接種は、厚生労働大臣の指示に基づき、国の負担に

より実施するものであることを踏まえ、必要な経費については、地方自治体の負

担が生じないよう、全額国費による財政措置を講ずること。 

（２）ワクチン接種の実施に係る措置 

ワクチン接種の実施主体となる市町村は、人口が集中する指定都市から人口数

百人の村まで存在し、接種対象者数や自治体面積、医療資源の状況等、接種に当

たっての条件が地方自治体ごとに大きく異なる。とりわけ、人口規模の大きい指

定都市では膨大な事務作業が想定されることから、ワクチン接種の実施に当たっ

ては、地域の特性に応じた体制や柔軟な事業執行が可能となるよう、各地方自治

体の意見を踏まえ、国の責任において、事業スキームを構築するなど必要な措置

を講ずること。 

また、ワクチン接種に関しては、地元医師会による医師・看護師の膨大な応援

体制が必須であることから、国から日本医師会に対して格別な協力が得られるよ

う要請すること。 

（３）ワクチンの安定的な供給及び適切な分配 

ワクチンについては、国の責任において安定的な供給を行うとともに、供給の

時期や量について速やかに情報提供を行うこと。また、ワクチンの分配について

は、現在想定されているワクチンがいずれも２回の接種が必要であることを踏ま

え、診療所等医療機関及び集団接種を行う地方自治体への適切な分配が可能とな

るよう最小流通単位等、各メーカーのワクチンの特性を考慮した、柔軟な実施方

法等を検討すること。 

さらに、特に人口の集中する大都市においては、効率的なワクチンの供給・接

種体制を確保・構築する必要があるため、ワクチン流通等の調整に関する道府県

の権限を希望する指定都市に移譲すること。 

 

２ 地域医療体制の確保 

  新型コロナウイルス感染症患者の入院病床が逼迫しているが、高齢患者の増加

に伴い、感染症治療後の転院先の確保ができないために入院が長期化する事例の

増加が要因の一つと考える。 

また、院内感染の懸念から、発熱症状など新型コロナウイルス感染症疑い患者の

救急搬送困難事例の増加が顕著となっており、感染症だけでなく、救急医療をはじ

めとした地域医療全体に大きな支障が生じている。 

地域医療体制を確保するため、院内感染防止や医療機関の経営の観点から、発熱

症状等のある救急患者や、感染症治療後の患者の受入れを行う医療機関に対し、必
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要な財政支援を早急に実施すること。併せて、感染症治療後の転院に係る搬送経費

についても財政措置を講ずること。 

 

３ 保健所等の体制・機能強化 

保健所、地方衛生研究所及び感染症情報センターについては、他部署の職員を動

員するなどして感染症対策に取り組んでいるところであるが、陽性者数の増加に

伴い対応が困難になってきている。新型コロナウイルス感染症対応の長期化に伴

う職員の負担軽減や他の行政サービスの継続実施、今後の感染症対策のため、中長

期的な視点も含め体制・機能が強化、充実するよう更なる支援を行うこと。 

また、地方衛生研究所については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（以下「感染症法」という。）や地域保健法において、その位置付け

を明確にするとともに、施設、設備及び検査機器の整備・更新について国庫補助の

対象とすること。 

 

４ 積極的疫学調査の体制確保 

感染症対策の基本である保健所が行う積極的疫学調査や健康観察は、クラスタ

ーの急激な連鎖の防止と感染経路の把握により感染源を推定するもので、いわゆ

る感染経路不明の場合においても、調査により健康観察者等を特定することがで

き、新たな感染拡大の予防に寄与するとともに、医療提供体制の維持につながるこ

とから、感染症法前文の趣旨を踏まえつつ、陽性者や濃厚接触者等に対する調査等

への協力を義務付けるなど感染症法の所要の改正を検討すること。 

また、新型コロナウイルス陽性者が一定数以上増加している場合において効果

的に実施できるよう、専門家の意見を踏まえ、調査対象の重症化のリスクを勘案し

た調査の重点化などを実施する場合の基準や方法を早急に示すこと。 

 

５ 雇用の維持と事業の継続 

労働者に対する相談体制の充実や労働者の安定的雇用の維持、業界・業種間の円

滑な人材移行を促進する職業訓練の拡充など、雇用の維持・確保につながる効果的

な対策を講ずること。 

また、中小企業や個人事業主、農林漁業者、公共交通事業者、医療機関等の事業

継続を下支えし、地域経済等への影響を最小限に抑えるため、民間金融機関や日本

政策金融公庫等による資金繰り支援の更なる拡充や、持続化給付金や雇用調整助

成金といった各種給付金・助成金、家賃の負担軽減支援など、既存支援策の期間延

長、要件緩和、再給付も含め支援策をより一層充実・強化すること。 

さらに、営業時間の短縮要請により深刻な影響を受けている飲食店はもとより、

飲食店取引先等を含め関連業種への影響も大きくなっている。緊急事態宣言対象
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区域に限定せず、飲食店への営業時間の短縮要請を実施している地方自治体にお

ける感染防止対策の実効性を高めるため、協力金の上限額引き上げや規模に応じ

た適切な支援策、一律給付の見直しなど、関連業種も含め事業者を対象とした給付

金の更なる充実を図るとともに、速やかに交付すること。併せて、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金「協力要請推進枠」の財政支援対象の上限額を

超えて、事業者への協力金の上乗せ等を行った地方自治体に対しても特段の財政

措置を講ずること。 

 

６ 差別・偏見・誹謗中傷等の防止及び人権侵害を受けた方々への支援 

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者、医療従事者、その家族等への差別や

偏見、誹謗中傷等が起きていることを踏まえ、再発防止のための必要な対策を講ず

るとともに人権侵害を受けた方々への支援策を講ずること。 

 

７ 感染症対策の在り方の見直し 

（１）感染症対策の仕組みの再構築 

飲食店への営業時間の短縮要請について、給付金と罰則をセットで、より実効

的な措置がとれるよう、特措法の改正について議論されているところであるが、

新型コロナウイルス感染症や今後の新たな感染症への備えを万全にするため、感

染症法及び特措法における国と地方の役割分担や事務権限について、指定都市な

どの意見も踏まえ、引き続き検証を行い、明確にすること。 

特に、指定都市など大都市部において多数の陽性者が発生している状況下にあ

って、保健所や地方衛生研究所を設置する指定都市が所在する道府県の果たす役

割はその他の県とは異なる。そのため、指定都市の役割が重要となるが、感染症

法には設けられている指定都市の権限に関する特例が特措法には設けられてい

ないことから、指定都市の市長の事務・権限は極めて限定的となっている。 

このことから、特措法に基づく道府県知事の権限を、希望する指定都市の市長

に財源と併せて移譲できるようにするなど、指定都市が地域の実情に応じて、柔

軟かつ機動的に感染症対策を実施できる仕組みを構築すること。 

（２）新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の指定都市への直接交付等 

   「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」について、更なる増額や対

象事業の拡充を図るとともに、指定都市など大都市部において多数の陽性者が

発生している状況を踏まえ、指定都市が地域の実情に応じて柔軟かつ機動的に

活用できるようにすべきである。指定都市が直接交付の対象となることで、道

府県の負担軽減にもつながることから、指定都市を直接交付の対象にすること。 

   また、地域の医療機能を確保・維持するため、重点・協力医療機関以外であっ

ても必要な支援が行き届くよう、更なる財政措置の充実を図ること。 
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（３）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の更なる充実 

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」について、大都市部に

おいては、数次にわたる感染拡大への対応策により、既に交付金が不足している。

そのため、現下の感染状況や経済状況等に応じて地方自治体が臨機応変に対応で

きるよう、早期に第３次交付限度額を示すとともに、速やかに交付すること。 

また、引き続き、今後の感染状況や経済状況等に応じて、国の予備費等を活用

した当該交付金の増額及び速やかな交付、対象事業の拡大など、更なる充実を図

るとともに、感染症対策が長期化している状況に鑑み、各地方自治体の実情を踏

まえて、交付金の繰越や基金対象事業の要件緩和など柔軟で弾力的な運用を行う

こと。  

さらに、交付対象事業について、地方自治体が令和３年度予算により実施する

事業も対象とすること。 

なお、交付金の算定に当たっては、大都市部に陽性者が集中している現状や指

定都市における住民一人当たりの交付限度額が他市町村に比べ著しく低い状況

となっていることを踏まえ、現在は都道府県単位で算定されている感染状況の指

標について、市単位の陽性者数に基づき算定するなど大都市における財政需要を

より反映するとともに、財政力に関わらず必要な額を措置するよう、算定方法を

見直すこと。 

 

８ 地方財政措置の拡充 

  指定都市が、今後も感染拡大防止と社会経済活動の両立及び感染症対策への備

えを万全に行い、その役割を積極的に担うことができるよう、必要となる大都市

の需要を見込んだ上で地方財政計画へ適切に反映し、必要な財政措置を行うこと。 

また、令和３年度の固定資産税及び都市計画税について、新型コロナウイルス感

染症などの影響を踏まえ、評価替えに伴い税額が増加する土地について前年度に

据え置く特別な措置を講ずることとされたが、これに伴う減収は「新型コロナウイ

ルス感染症対策地方税減収補填特別交付金」などにより全額を国が補填すること。 

 

 

令和３年１月 21 日 

指 定 都 市 市 長 会 


